
 

 

 

 

 

★クリーニングの仕上がりは、受取りの時にお店の人と 
一緒に確認しましょう。･･･筑紫野市消費生活センター 

（相談事例）  

1年以上前にクリーニングに出し、クローゼットに保管していたスーツを着ようとしたら、全体的に変色し

ている事に気付いた。クリーニング店に苦情を申し出たが、期限が過ぎているので賠償はできないと断られた。 

（処理結果） 

クリーニング事故による衣料品の損害はクリーニング事故賠償基準が定められており、それに基づいて賠償

がなされますが、消費者が洗濯物を受け取ってから6カ月、クリーニング店が洗濯物を預かった日から1年

間という期限が設けられています。日数が過ぎるほど、経年劣化や保管の仕方などによりトラブルの原因があ

いまいになってしまうからです。その事を説明して、理解して頂きました。 

（アドバイス） 

クリーニングは生活に欠かさない身近なサービスであるため、消費生活センターへも相談が多く寄せられて

います。取り扱う商品や処理方法も多様なので、トラブルの原因も複雑です。原因を確認するためには、少し

でも早い対応が欠かせません。 

受付時の状態や受取り時の仕上がりを必ずお店の人と双方で確認して、異常があった場合は、すぐに申出を

しましょう。クリーニング返却時のビニール袋は保管用ではありません。袋から出ししばらく日陰干しをして

から、衣類にあった方法で保管をするようにしてください。 

 

★音声ガイダンスを利用した架空請求にご注意！ 

･･･北九州市立消費生活センター 
（相談事例） 

携帯電話に知らない番号からの着信があり、かけ直すと音声ガイダンスで「有料動画コンテンツの代金が未

納になっています。裁判所へ出廷する必要があります。和解を希望する方は『１』を、心当たりのない方は『２』

を押してください」と流れたので、『２』を押した。すると、電話がつながり、名前を聞かれたので、相手の

名前を尋ねたら、電話を切られた。心当たりがないが、どうしたらよいだろうか。（７０代女性） 

（アドバイス） 

 知らない番号や非通知の電話に出たり、かけ直したりすると、相手は名前や住所など

の新たな個人情報を聞き出そうとすることがあります。個人情報を知られると、今度

は別の手段でお金を請求してくることが予想されます。知らない番号や非通知の電話

は無視しましょう。 

 「裁判を起こす」「自宅まで回収に行く」「信用情報機関に登録する」など、不安をあ

おるようなことを言われても、利用した覚えのない請求には、絶対に応じてはいけま

せん！ 
 

● 各消費生活センターの相談窓口 ● 
福岡県   ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２･第４土曜日も電話相談可） 

北九州市  ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）   久留米市 ０９４２－３０－７７００（第２日曜日も相談可）  

飯塚市   ０９４８－２２－０８５７            宗像市  ０９４０－３３－５４５４（第２･第４土曜日も電話相談可） 

行橋市広域 ０９３０－２３－０９９９            糸島市  ０９２－３３２－２０９８ 

＊「消費者ホットライン」「１８８（いやや！）」(あなたの地域の消費生活センターをご案内します。) 

 

 


